




　

任
期
満
了
に
伴
う
四
万
十
町
長
選
挙

は
、
４
月
５
日
に
告
示
さ
れ
、
無
所
属

で
現
職
の
中
尾
博
憲
氏
（
68
歳
）
が
無

投
票
で
３
選
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

４
月
25
日
に
初
登
庁
し
た
中
尾
町
長

は
、
庁
舎
入
口
に
集
ま
っ
た
多
く
の
町

職
員
に
拍
手
で
出
迎
え
ら
れ
、
３
期
目

の
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
町
長
就
任
後
、
初
の
町

議
会
と
な
る
令
和
４
年
第
２
回
町
議
会

臨
時
会
に
お
い
て
、
町
長
の
所
信
表
明

が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を

紹
介
し
ま
す
。

　

私
は
、
去
る
４
月
５
日
に
告
示
さ
れ

ま
し
た
四
万
十
町
長
選
挙
に
お
き
ま
し

て
、
引
き
続
き
今
後
４
年
間
の
町
政
を

担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
改
め
て
、
四
万
十
町
長
と
し
て

の
責
任
の
重
さ
を
実
感
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
３
期
目

と
な
り
ま
す
町
政
運
営
の
所
信
を
申
し

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
の
２
期
８
年
間

を
振
り
返
り
ま
す
と
、
就
任
か
ら
間
も

な
い
平
成
26
年
11
月
に
「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
法
」
が
施
行
さ
れ
、
国
や

県
が
策
定
い
た
し
ま
し
た
戦
略
を
も
と

に
、
本
町
に
お
き
ま
し
て
も
四
万
十

町
「
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
「
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
を
策
定

し
、
人
口
減
少
対
策
と
地
方
創
生
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で

も
特
に
「
人
材
育
成
」、「
子
育
て
・
教

育
・
福
祉
の
充
実
」、「
移
住
・
定
住
促
進
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
し
て
い
く
た
め
に
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
施
策
と
し
て
、
国
や
県
と
も
歩

調
を
合
わ
せ
な
が
ら
職
員
一
丸
と
な
っ

て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
う

し
た
施
策
が
評
価
さ
れ
、
平
成
29
年
11

月
に
は
、
地
方
自
治
法
施
行
70
周
年
記

念
式
典
に
お
き
ま
し
て
、「
地
方
自
治
功

労
者
総
務
大
臣
表
彰
」
を
拝
受
い
た
し

ま
し
た
。
こ
れ
ら
施
策
の
推
進
に
あ
た

り
ま
し
て
は
、
議
員
各
位
を
は
じ
め
町

民
の
皆
様
か
ら
温
か
い
ご
指
導
・
ご
提

言
を
賜
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
施
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
結

果
、
公
約
の
大
き
な
柱
と
し
て
位
置
付
け

た
「
人
材
育
成
」
で
は
、
町
営
塾
「
じ
ゆ

う
く
。」
の
開
設
を
は
じ
め
、
ビ
ジ
ネ
ス

プ
ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催
と
い
っ
た
起

業
創
業
の
推
進
、
地
場
産
業
の
担
い
手
や

地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
を
支
援
す
る
活
動

な
ど
も
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
子
育
て
・
教
育
・
福
祉
の
充

実
」
で
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
・
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
開
設
や
、
各
種
支
援
制
度
・
教

育
環
境
の
充
実
等
を
図
っ
て
き
た
ほ
か
、

高
齢
者
福
祉
分
野
で
は
、
在
宅
介
護
の

推
進
と
あ
わ
せ
て
、
高
齢
者
の
自
立
支

援
や
介
護
予
防
等
を
進
め
て
き
た
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
「
移
住
・
定
住
促
進
」
で
は
、

四
万
十
川
を
は
じ
め
と
す
る
本
町
の
強

み
を
生
か
し
た
積
極
的
な
情
報
発
信
や

観
光
振
興
の
ほ
か
、
ふ
る
さ
と
納
税
を

通
じ
た
関
係
人
口
の
創
出
、
さ
ら
に
は

移
住
・
定
住
へ
と
繋
が
る
た
め
の
支
援

制
度
や
住
宅
施
策
の
充
実
な
ど
、
移
住

定
住
対
策
の
取
り
組
み
を
積
極
的
に
進

め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
平

成
26
年
の
就
任
時
と
比
較
し
ま
す
と
、

移
住
者
や
新
規
就
農
者
は
増
加
傾
向
に

あ
り
、
各
地
域
や
産
業
分
野
の
担
い
手

も
生
ま
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
３
期
目
に
お

き
ま
し
て
は
、
第
２
次
四
万
十
町
総
合

振
興
計
画
（
後
期
基
本
計
画
）
で
掲
げ

る
「
目
指
す
ま
ち
の
将
来
像
」
に
向
け
、

３
つ
の
基
本
方
針
を
ベ
ー
ス
に
、
こ
れ

ま
で
の
好
循
環
の
兆
し
を
し
っ
か
り
と

継
承
・
発
展
さ
せ
つ
つ
、
本
町
の
課
題

を
克
服
し
、
更
な
る
発
展
と
活
性
化
、

に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
向
け
、
新
た
な
取

組
に
も
着
手
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
主
に
「
事

業
承
継
の
推
進
」
や
「
農
山
村
地
域
へ

の
若
者
の
定
住
促
進
」
と
「
災
害
に
備

え
た“

命
を
守
る”

対
策
の
推
進
」
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
１
点
目
の
「
事
業
承
継
の
推
進
」

に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
進
め
て

ま
い
り
ま
し
た
起
業
・
創
業
支
援
に
加

え
、
人
口
減
少
や
後
継
者
不
足
が
進
む

中
、
新
た
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す

各
分
野
に
お
け
る
事
業
承
継
に
つ
き
ま

し
て
、
親
族
等
に
よ
る
承
継
だ
け
で
な

く
、
移
住
・
定
住
も
見
据
え
た
第
三
者

承
継
も
含
め
積
極
的
に
推
進
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
、
国
や
県
の
サ

ポ
ー
ト
体
制
や
助
成
制
度
に
加
え
、
町

独
自
の
仕
組
み
づ
く
り
も
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

続
い
て
、
２
点
目
の
「
農
山
村
地
域

へ
の
若
者
の
定
住
促
進
」
で
は
、
文
化

的
施
設
を
拠
点
と
し
た
街
中
の
に
ぎ
わ

い
創
出
を
進
め
る
一
方
で
、
ま
ち
づ
く

り
の
要
と
な
る
各
集
落
や
周
辺
地
域
に

お
け
る
担
い
手
の
確
保
と
集
落
機
能
の

維
持
活
性
化
に
向
け
、
子
育
て
支
援
や

住
宅
施
策
を
中
心
に
、
農
山
村
地
域
へ

の
若
者
の
定
住
促
進
を
図
っ
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
３
点
目
の「
災
害
に
備
え
た“

命

　

こ
の
た
び
、
副
町
長
に
選
任
さ
れ
ま

し
た
森
武
士
で
す
。

　

中
尾
町
長
3
期
目
、
最
後
の
年
度
に

は
、
本
町
は
合
併
20
周
年
と
い
う
大
き

な
節
目
を
迎
え
る
事
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
町
長
を
中
心
に
「
人
材
育
成
」

「
移
住
定
住
政
策
」「
住
宅
政
策
の
拡
充
」

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
な
ど
に
積
極
的
に

取
り
組
み
、
県
内
外
か
ら
高
い
評
価
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
各
種
政
策
を
実
現
す
る
た

め
議
会
並
び
に
関
係
各
課
、
関
係
機
関

と
の
調
整
を
し
っ
か
り
行
う
と
共
に
、

初
心
を
忘
れ
る
事
な
く
、
誠
心
誠
意
を

基
本
と
し
て
4
年
間
精
一
杯
努
力
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
、
岡
澄
子
委
員
が
令
和
４
年
３

月
31
日
を
も
っ
て
辞
職
さ
れ
た
た
め
、

後
任
と
し
て
新
た
に
谷
口
和
史
氏
が
任

命
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
佐
々
倉　

愛

委
員
（
保
護
者
枠
）
が
任
期
満
了
と
な

り
ま
し
た
の
で
、
新
た
に
野
中　

裕
子

氏
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
任
期
に
つ
い
て
は
、
谷
口
氏

が
令
和
４
年
５
月
12
日
か
ら
令
和
７
年

５
月
11
日
（
前
任
者
の
残
任
期
間
）
ま

で
の
３
年
間
、
野
中
氏
が
令
和
４
年
５

月
13
日
か
ら
令
和
８
年
５
月
12
日
ま
で

の
４
年
間
と
な
り
ま
す
。

　

監
査
委
員
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財

務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
お
よ
び
そ
の

経
費
に
係
る
事
業
の
管
理
を
監
査
す
る

機
関
で
す
。
今
回
、
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
次
の
方
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
田た

な
べ邊

　
幹み

き
お男

　（
72
歳
・
西
ノ
川
）

　

四
万
十
町
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
４

人
の
委
員
で
組
織
し
て
い
ま
す
。
今
回
、

委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
次
の
方
々

が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
林

は
や
し

　
久ひ

さ
し志

　（
65
歳
・
古
城
）

　
田た

な
べ邊

　
卓た

く　
（
65
歳
・
大
正
）

　
敷し

き
じ地

　
敬け

い
す
け介　

（
63
歳
・
東
川
角
）

　
長は

せ

べ
谷
部 

惠え

み美　
（
60
歳
・
香
月
が
丘
）

を
守
る”

対
策
の
推
進
」
で
は
、「
災
害

犠
牲
者
ゼ
ロ
」
を
目
指
し
、
津
波
浸
水

区
域
に
お
け
る
避
難
行
動
要
支
援
者
の

避
難
対
策
や
、
土
砂
災
害
を
防
止
す
る

た
め
の
急
傾
斜
地
対
策
を
行
う
な
ど
、

町
内
全
域
に
わ
た
っ
て
町
民
の
皆
様
の

命
を
守
る
対
策
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
道
の
駅
あ
ぐ
り
窪
川

周
辺
に
、
観
光
客
等
の
一
時
的
な
避
難

場
所
と
し
て
の
機
能
を
備
え
つ
つ
、
高

知
自
動
車
道
か
ら
町
内
へ
の
着
地
・
誘

導
を
図
る
た
め
の
「
オ
ア
シ
ス
風
観
光

交
流
拠
点
の
整
備
に
よ
る
地
域
観
光
の

推
進
」
を
進
め
る
ほ
か
、「
文
化
的
施

設
を
拠
点
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
醸

成
と
芸
術
・
文
化
の
推
進
や
街
中
の
に

ぎ
わ
い
の
創
出
」、
さ
ら
に
は
「
自
然

体
験
型
教
育
の
推
進
」
と
い
っ
た
取
組

も
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
が
、
具
体
的
な
施
策
等
に
つ
き
ま

し
て
は
、
次
回
以
降
の
町
議
会
定
例
会

に
お
き
ま
し
て
順
次
お
示
し
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
施
策
の
推
進
に
あ
た
り
ま
し

て
は
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
も
あ

り
ま
す
と
お
り
、
町
民
の
皆
様
の
参
画

に
よ
る
議
会
・
行
政
と
の
「
協
働
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
て
い
く
こ
と

が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
と
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
町
民
の
皆

様
の
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、

私
の
所
信
と
い
た
し
ま
す
。

町
長
所
信
表
明

副
町
長
あ
い
さ
つ

教
育
委
員

監
査
委
員

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

谷
たにぐち

口　和
か ず し

史
（71 歳・大正）

森
もり

　武
た け し

士  副町長

野
の な か

中　裕
ゆ う こ

子
（37 歳・根々崎）

（保護者枠）

第２回町議会臨時会で副町長が選任されました

中尾町政　3 期目がスタート

７
月
号
で
は

中
尾
町
政
３
期
目
に
つ
い
て

分
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
！
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世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、75 歳以上の方※ 1 の課税所得※ 2 や年金収入※ 3 をも
とに、世帯単位で判定します。

（令和３年中の所得をもとに判定を行い、９月中に被保険者証を送付します。）

●

③　窓口負担割合２割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

※ 1 75 歳以上の方には 65 〜 74 歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
※ 2 「課税所得」とは

住民税納税通知書の「課税標準」の額 ( 前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除 ( 基礎控除
や社会保険料控除等 ) 等を差し引いた後の金額 ) です。

※ 3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※ 4 「現役並み所得者」とは、課税所得 145 万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の方です。
※ 5 「その他の合計所得金額」とは

事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

現役並み所得者※ 4 に該当するか

世帯に 75 歳以上の方※ 1 が２人以上いるか

「年金収入※ 3+ その他の
合計所得金額※ 5」が

200 万円以上か

「年金収入※ 3+ その他の
合計所得金額※ 5」の

合計が 320 万円以上か

世帯内 75 歳以上の方※ 1 のうち課税所得※ 2 が 28 万円以上の方がいるか

該当する 該当しない

いる

１人だけ ２人以上

いない

200 万円
未満

200 万円
以上

320 万円
未満

320 万円
以上

世帯全員が
３割

世帯全員が
1 割 1 割 2 割 世帯全員が

1 割
世帯全員が
2 割

後期高齢者医療制度  に関するお知らせ
①　一定以上の所得のある方 (75 歳以上の方等 ) の医療費の窓口負担割合が変わります

②　窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和４年 10 月１日から、一定以上の所得のある方 (75 歳以上の方等 ) は、現役並み所得者 ( 窓口負担
割合３割 ) を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。
※住民税非課税世帯の方は原則として１割になります。

令和４年 10 月１日の施行後３年間 ( 令和７年９月 30 日まで ) は、２割負担となる方について、１か
月の外来医療の窓口負担割合の引上げに伴う負担増加額を 3,000 円までに抑えます ( 入院の医療費は
対象外 )。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
　そうでない場合では、１か月の負担増を 3,000 円までに抑えるための差額を払い戻し。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ
後日払い戻します。２割負担となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、令和４年 10
月頃に広域連合から申請書を郵送します。

●

●

●

そのため、令和４年度は全ての被保険者（短期証対象者を除く。）に対して、通常の更新時期である７月下旬と、窓口負
担２割が開始される前の９月の計２回、被保険者証を送付します。

区分 医療費
負担割合

現役並み所得者 ３割

一般所得者等 １割

区分 医療費
負担割合

現役並み所得者 3 割
一定以上所得の

ある方 2 割

一般所得者等 1 割

令和４年 9 月 30 日まで 令和４年 10 月 1 日から

見直しの背景

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ先

制度改正の見直しの背景に関するお問い合わせ先

被保険者全体
の約 20％

■　令和４年度以降、団塊の世代が 75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

■　後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代 (子や孫 ) の負担 ( 支援金 )となっており、今後も拡大して
いく見通しとなっています。

■　今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

高知県後期高齢者医療広域連合　

((

088-821-4526
四万十町役場町民課後期高齢者医療係　

((

22-3117

厚生労働省コールセンター　

((

0120-002-719
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お知らせ

※　予定価格 250 万円以上の工事・委託業務についてのみ公表しています。　契約金額は、消費税及び地方消費税込みの金額。

工　事　名　など 工事場所など 落札業者名 契約金額　（円） 入札日 工    期

令和４年度（３繰）　　国土調査法に基づく地籍測量
及び一筆地調査

中神ノ川・口
神ノ川・大向 南海測量設計 ( ㈱ ) 84,700,000 4/14 4/21 ～ 3/17

令和４年度（３繰）　社総金　第 6-6-2 号 
町道轟崎葛籠川線　道路改良工事 大正 ㈲郷田組 16,093,000 4/21 4/28 ～ 12/26

令和４年度（３繰）３災　第 115 号 
一級水系普通河川　古宿川　河川災害復旧工事 木屋ヶ内 ㈱井原組 3,817,000 4/21 4/28 ～ 8/31

令和４年度（３繰）３災　第 351 号 
一級水系普通河川　中谷口谷川　河川災害復旧工事 打井川 ㈲西村建設 3,916,000 4/21 4/28 ～ 10/31

令和４年度（３繰）３災　第 387 号 
一級水系普通河川　山株川　河川災害復旧工事 下呉地 ㈲吉岡建設 5,533,000 4/21 4/28 ～ 8/31

令和４年度（３繰）３災　第 375 号 
一級水系普通河川　イモフネ谷川　河川災害復旧工事 土居 ㈲国元建設 6,853,000 4/21 4/28 ～ 12/20

令和４年度（３繰）３災　第 392 号 
一級水系普通河川　桂谷川　河川災害復旧工事 黒石 ㈲国元建設 5,324,000 4/21 4/28 ～ 12/20

令和４年度（３繰）３災　第 403 号 
二級水系普通河川　宿ノ谷川　河川災害復旧工事 志和 ㈲山一建設 7,964,000 4/21 4/28 ～ 12/20

令和４年度　町営住宅八木第１団地新築工事　設計監
理委託業務 大井川 ㈱山本設計 2,310,000 4/21 4/28 ～ 3/15

令和４年度　入　札　結　果　（令和４年４月実施分）

排水として流す
食品等 流す量 水の汚れ具合

[BOD（※ 1）]

汚れた水を魚がすめる水質（※ 2）
にするために必要な水の量 [ 浴槽

(300ℓ) 何杯分？]
天ぷら油 ( 使用済み ) 20㎖ 30g 20 杯

マヨネーズ 大さじ 1 杯 (15㎖ ) 20g 13 杯
牛乳 コップ 1 杯 (200㎖ ) 16g 11 杯

みそ汁 お椀 1 杯 (180㎖ ) 7g 4.7 杯
米のとぎ汁 (1 回目 ) 500㎖ 6g 4 杯

煮物汁 鉢 (100㎖ ) 5g 3.3 杯
台所用洗剤 1 回分 (4.5㎖ ) 1g 0.67 杯
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お知らせ お知らせ

　新型コロナウイルス感染症の感染再拡大（第 6 波令和 4 年 1 月～）に伴い影響を受けた町内事業者に対し、 当
該事業を実施するにあたり負担した水道料金、 電気料金、 ガス料金、 燃料費に要する経費について事業の継続を支
援します。

1　感染再拡大（第 6波）の影響により、 令和 4年 1月 1日から令和 4年 6月 30日の期間内において、 連続する
3 か月間の売上が、 平成 30 年または令和元年同期の売上と比較し 10 パーセント以上減少した個人事業者ま
たは中小企業者、 小規模企業者。

※令和元年 4 月 2 日以降に起業した者にあっては、 令和元年 5 月から令和 3 年 12 月までの連続する 3 か月の売上（ただ し、 
期間が 3 か月に満たない場合は、 その間の月平均の売上を 3か月に換算した額）と比較し 10 パーセント以上減少した個人事
業者または中小企業者、 小規模企業者。
2　令和 3年 12 月 1日以前に起業している者であり、 申請に係る事業が申請者すべての事業収入の 2分の 1 以上
を占めていること。

※平成30年 12月以前に起業した者 平成 31年（令和元年）中の事業収入が 200万円以上
※平成 31年 1月以降に起業した者 起業日の翌月から令和 3年 12月の事業収入が月平均 8万 3千円以上
3　町税等の滞納がなく、 町内に事業所または店舗を有する事業者であり、 当該事業の継続する意思がある者。

1　感染再拡大（第 6 波）の影響により、 令和 4 年 1 月 1 日から令和 4 年 6 月 30 日の期間内において、 連続す
る 3 か月間の売上が、 平成 30 年又は令和元年同期の売上と比較し 10 パーセント以上減少した個人事業者ま
たは中小企業者、 小規模企業者。

※令和元年 4 月 2 日以降に起業した者にあっては、 令和元年 5 月から令和 3 年 12 月までの連続する 3 か月の売上（ただし、
期間が 3 か月に満たない場合は、 その間の月平均の売上を 3 か月に換算した額）と比較し 10 パーセント以上減少した個人事
業者または中小企業者、 小規模企業者。
2　令和 3年 12月 1日以前に起業している者。
3　町税等の滞納がなく、 町内に事業所又は店舗を有する事業者であり、 当該事業の継続する意思がある者。
4　国の示す業種別ガイドラインに沿った感染防止対策に取り組んでいる、 または取り組む意思がある者。

　新型コロナウイルス感染症の感染再拡大（第 6 波令和 4 年 1 月～）に伴い影響を受けた町内事業者の雇用及び
労働を維持するための支援として、 雇用形態、 雇用者数に応じた助成を行います。

E製造業、 H運輸業・郵便業、 I 卸売業・小売業 M宿泊業・飲食サービス業、 N生活関連サービス業・娯楽業、0教育・
学習支援業（中分類 81 学校教育に分類されるものを除く。） R サービス業（他に分類されないもの※中分類 93 から
96までの政治・経済・文化団体、 宗教等に分類されるものを除く。）

令和 4年 6月 1日～令和 4年 10月 31日

当該申請に係る売上額の減少期間内に町内の事業所または店舗・車両等において事業に要した上水道料金、 電気料
金、 ガス代、 その他燃料費
※補助率10/10
※住居と事業所等が一体となっている場合等で経費の明確な区分ができない場合の補助率は 1/2

1 事業者 12 万円
加算：雇用保険被保険者 1人につき 8万円、 雇用保険被保険者以外の常用雇用者 1人につき 5万円、 家族労働者 1
人につき 4万円、 委託労働者 1 人につき 3万円

※昨年度と対象業種は異なります。

昨年度に引き続き、令和４年度も
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医
　

先
月
は
、
睡
眠
の
質
を
あ
げ
る
た
め
の
８
つ
の
生
活
習
慣
に
つ
い
て
、

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

①
適
度
な
運
動
、
し
っ
か
り
朝
食
。

②
良
い
睡
眠
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
に
つ
な
が
る
。

③
睡
眠
に
よ
る
休
養
感
は
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に
重
要
。

今
月
は
、
①
②
③
の
項
目
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
定
期
的
な
運
動
や
規
則
正
し
い
食
生
活
は
良
い
睡
眠
を
も
た
ら
し
ま
す
。
ま
た
、
睡
眠
薬
が

わ
り
の
寝
酒
は
睡
眠
の
質
を
悪
化
さ
せ
る
た
め
、
控
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
寝
る
前
の
カ
フ
ェ
イ
ン
摂
取
や
寝
タ
バ
コ
も
、
カ
フ
ェ
イ
ン
や
ニ
コ
チ
ン
に
よ
る
覚
醒
作
用
が
あ

る
た
め
、
入
眠
を
さ
ま
た
げ
睡
眠
を
浅
く
し
ま
す
。

②
良
い
睡
眠
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
睡
眠
時
に
息
の
通
り
が
悪
く
な
って
呼
吸
が
止
ま
る
「
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
」
は
、
治
療

し
な
い
で
お
く
と
高
血
圧
・
心
筋
梗
塞
・
脳
梗
塞
の
危
険
性
も
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
低
酸

素
状
態
と
睡
眠
不
足
の
影
響
で
、
体
に
過
度
な
ス
ト
レ
ス
が
加
わ
る
と
、
糖
の
代
謝
に
か
か

わ
る
「
イ
ン
ス
リ
ン
」
な
ど
ホ
ル
モ
ン
の
働
き
が
悪
く
な
り
、「
糖
尿
病
」
や
「
脂
質
異
常
症
」

を
招
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
「
い
び
き
が
あ
る
方
」
や
「（
肥
満
の
方
が
多
い
で
す
が
、）
呼
吸
が
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

る
と
ご
家
族
か
ら
言
わ
れ
た
方
」
は
、
医
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

③
睡
眠
に
よ
る
休
養
感
は
、
こ
こ
ろ
の
健
康
に
と
て
も
大
切
で
す
。
寝
付
け
な
い
だ
け
で
な
く
、

気
持
ち
が
重
た
く
、
物
事
へ
の
関
心
が
な
く
な
り
、
好
き
だ
っ
た
こ
と
が
楽
し
め
な
い
・
・
・

こ
う
いっ
た
場
合
、
精
神
的
な
病
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
メ
ン
タ
ル
面
か
ら

改
善
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
心
の
中
で
秘
め
ず
に
お
近
く
の
か
か
り
つ
け
の
医
療

機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

四
万
十
町
国
保
大
正
診
療
所
　
入
吉
宏
紀
・
中
澤
彩
花
・
大
川
剛
史
（
執
筆
）

睡
眠
の
お
は
な
し
②

安
眠
に
つ
な
が
る
生
活
習
慣

健 康 広 場

窪川

農村環境改善センター
集落活動センター仁井⽥のりん家
⽶奥⼩学校校舎
東⼜⼩学校校舎
興津⼩学校校舎
志和コミュニティセンター

大正
大正地域振興局
大正北ノ川多⽬的集会所

十和
十和地域振興局
十和隣保館
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Information

健診・相談 日　付 時　間 場　所 お問い合わせ

赤ちゃん相談 7/6（水） 13:30 〜16:00

窪川地域子育て支援センター 健康福祉課((

22-31154 か月児・7 か月児
健診

6/15（水） 対象者に個別通知

7/13（水） 対象者に個別通知

2 歳 6 か月児健診 ６/22（水） 対象者に個別通知 四万十町役場東庁舎 健康福祉課((

22-3115

母乳相談
6/16（木） 9:30 〜11:30 十和地域子育て支援センター 十和　町民生活課((

28-5112

7/12（火） 9:30 〜11:30 大正地域子育て支援センター 大正　町民生活課((

27-0112

子育て通信

24時間年中無休無料 ▶健康・医療・介護・育児相談
▶医療機関情報の提供しまんと健康ホットライン ☎0120-788-410

健康診査・がん検診
内　容 日　付 時　間 場　所 お問い合わせ

胃がん・結核・肺がん、大腸がん、 
若者健診・特定健診・後期高齢
者健診

7/7（木） 7:30 〜 9:30
（受付時間） 東又地区基幹集落センター

健康福祉課((

22-3115結核・肺がん、大腸がん 7/7（木） 13:30 〜14:30 JA 志和支所前

胃がん・結核・肺がん、大腸がん、 
若者健診・特定健診・後期高齢
者健診

7/8（金） 7:30 〜 9:30
（受付時間） 東又地区基幹集落センター

6/18（土） 高橋設備 ((

22-0662

6/19（日） 桑原水道 ((

22-1163

6/25（土） 横山水道設備 ((

22-3608

6/26（日） 岩本商店 ((

22-2716

7/2（土） 日化住宅機器 ((

22-0407

7/3（日） 宮脇水道 ((

22-1581

7/9（土） 高橋設備 ((

22-0662

7/10（日） 桑原水道 ((

22-1163

6/19（日） 大西病院 ((

22-1191

6/26（日）

くぼかわ病院 ((

22-11117/3（日）

7/10（日）

大正診療所でも、休日・夜間の
急患の診療に対応しています。
必ず電話で確認 のうえ受診をお願いします。

((

27-0210

！ 休日水道修理当番は窪川地域のみです。
大正・十和地域の方は各地域振興局にお問い合わせください。

大正 地域振興課　



27-0111
十和 地域振興課　



28-5111

内 容 日 時 場 所 お問い合わせ先

人権相談【窪川】 7/6（水） 10:00～15:00
農村環境改善センター　２階
第１会議室

町民課((

22-3117

１日行政相談【窪川】
7/12（火） 10:00～15:00

農村環境改善センター　２階
第１会議室

総務課((

22-3111
8/9（火） 10:00～15:00

１日行政相談【大正】 8/10（水） 10:00～12:00 大正地域振興局　２階　応接室 大正　地域振興課((

27-0111

１日行政相談【十和】 8/10（水） 13:00～15:00 十和地域振興局　２階　第２会議室 十和　地域振興課((

28-5111

▶行政相談…【窪川】行政相談員 森 英真 【大正・十和】行政相談員 山本 安弘
無料相談
（秘密厳守です。）

休日水道修理当番休日在宅当番医

健 康 広 場
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Event Information

町営住宅入居者募集

公募委員募集のお知らせデイサービス利用者募集

▼募集戸数　4 戸

▼募集住宅
南川口団地・金上野団地・大奈路団地・昭和井ノ上団
地

▼申込受付期限　6 月 30 日（木）必着

▼必要な書類
入居申込書・住民票・完納証明・納付状況調査同意書・
所得を証明する書類

▼その他
①申し込みは１回の募集において１世帯につき１通

に限ります。
②入居資格、申込み方法などについては建設課までお

問い合わせください。

▼申込書配布場所
建設課、大正・十和地域振興局、興津出張所

■お問い合わせ先　建設課　

((

２２-3120

　四万十町のまちづくりの指針である「第２次四万十
町総合振興計画」の推進にあたり、公共的団体などの
幅広い分野の委員とともに、町民の皆様の意見を反映
させるため、「四万十町総合振興計画審議会」の委員（任
期２年）を募集します。

▼募集人員　若干名

▼応募資格
町内在住の１８歳以上の方で、まちづくりに関心のある方

▼応募方法
応募用紙に必要事項を記入のうえ、７月８日（金）ま
でに企画課まで提出してください。
※応募用紙は、企画課および大正・十和地域振興課に

用意しています。また、町ホームページでダウンロー
ドもできます。　

■お問い合わせ先　企画課　

((

22-3124

　６月１日にデイサービスセンターすみれがオープン
します。見学・体験も可能です。

▼募集人数　定員 10 名（１日）

▼応募条件　要介護１〜５の方
■お問い合わせ先　デイサービスセンターすみれ
　〒786-0042　四万十町黒石 734 番地
　

((

080-3166-2807

募  集

募  集募  集

個人町・県民税の納税通知書を
発送します

『児童手当・特例給付 現況届』
の提出について

　令和４年度の個人町・県民税納税通知書を 6 月 10 日
( 金 ) に発送します。

▼納期限
1 期 6 月 30 日 ( 木 )
2 期 8 月 31 日 ( 水 )
3 期 10 月 31 日 ( 月 )
4 期 12 月 27 日 ( 火 )

　納期限までに納付をお願いします。　　
■お問い合わせ先　税務課　

((

２２-3116

　この届は、毎年６月１日現在の状況を把握し、引き続
き児童手当等を受給する要件を満たしているかを確認す
るためのものです。
　提出がない場合、６月分以降の手当が受給できなくな
ります。必ず期限までに提出して下さい。

▼提出期限　６月 30 日（木）

▼届出に必要なもの
●現況届
●受給者の健康保険証（写）

■提出・お問い合わせ先
　町民課　　　　　　

((

22-3117
　大正　町民生活課　

((

27-0112
　十和　町民生活課　

((

28-5112

お知らせ

お知らせ

教科書展示会のお知らせ高知県史編さん 民俗講演会

　教科書の発行に関する臨時措置法に基づき、全国で毎
年一定の期間内に教科書展示会が開催されます。
　四万十教科書センターでは、小学校、中学校、高等学
校で使用する教科書見本の公開展示を行います。学校関
係者はもとより、保護者や町民のみなさんに教科書への
関心をもっていただきたく、より多くの町民のみなさんの
ご来場をお待ちしています。
　閲覧をご希望の方は、四万十町教育研究所にお声掛け
ください。
　なお、ご来場の際は、新型コロナウイルス感染防止の
対応をお願いします。

▼開催期間　６月３日（金）〜６月 16 日（木）
　　　　　　土曜日・日曜日は休みです。

▼開催時間　午前 9 時〜午後５時
▼会　　場

　四万十町農村環境改善センター　２階　第１会議室
　また、四万十教科書センター（農村環境改善センター内）
では、教科書見本を保管しており、一般の方々もご利用（閲
覧・貸し出し）いただけます。貸し出しの際には、本人確
認のため身分を証明するものが必要です。貸出期間は原
則として 10 日間ですが、展示会の準備・開催期間中など
貸し出しできない場合があります。

▼利用時間等
　●月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
　●午前９時〜午後５時（午前12時〜午後１時は昼休み）
　閲覧・貸し出しを希望される場合は、下記までお気軽に
お問い合わせください。
■お問い合わせ先
　四万十町教育研究所　

((

２２-３２８７

　新たな高知県史の編さん開始を記念し、本県の民俗の
楽しさを幅広い方々にお伝えする講演会を開催します。
※参加には事前のお申し込みが必要です。

▼主催　高知県

▼講演の内容
　7 月 23 日 ( 土 )

常光徹 ( つねみつとおる ) 氏 ( 国立歴史民俗博物館 名
誉教授 )「地震の予兆とまじない」、川島秀一 ( かわしま
しゅういち)氏(日本民俗学会会長、日本カツオ学会会長)

「東と西のカツオ漁」
　7 月 24 日 ( 日 )

常光徹 ( つねみつとおる ) 氏 ( 国立歴史民俗博物館 名
誉教授 )「もし妖怪に出合ったら」、川島秀一 ( かわしましゅ
ういち)氏(日本民俗学会会長、日本カツオ学会会長)「土
佐の漁労と民俗」

▼申込方法
期間：6 月 20 日 ( 月 ) 〜 7 月 20 日 ( 水 )
定員：50 名
電話：088-821-7952
FAX：088-821-7953
メール：142001@ken.pref.kochi.lg.jp

■お問い合わせ先
　高知県歴史文化財課県史編さん室
　

((

088-821-7952　FAX：088-821-7953

お知らせお知らせ

美術館休館のお知らせ

　四万十町立美術館では、収蔵作品の点検作業のため、
下記の期間休館します。

▼期間　現在休館中〜令和４年 12 月 26 日（月）
　◎注；通常の休館日も含みます。

※点検作業…絵画作品を中心に目視で傷みや状態の確
認を行い記録します。

■お問い合わせ先
　四万十町立図書館・美術館　

((

２２-5000

お知らせ

イベント おはなし会へ来ませんか？

■お問い合わせ先　四万十町立図書館
　本館　

((

２2-5000　大正分館　

((

２7-1193

　子どもたちを対象にいろいろな楽しい絵本を読んでいま
す♪

本館 ＊ おはなしの森

大正分館 ＊ おはなしだいすき

▼開催日時
毎週土曜日　13:30 〜 14:00
第 1 日曜日　10:30 〜 11:00
＊日曜日の時間が変わりました。来てくださいね。

▼開催日時　土曜日　11:00 〜 11:30

国民年金の免除申請

国民年金の支払いが困難な皆様へ

　国民年金第１号被保険者は毎月の保険料を納めていた
だく必要があります。
　収入の減少や失業などにより保険料を納めることが経
済的に難しいときは、「保険料免除・納付猶予制度」の
手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格
期間に算入されます。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
※学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。
　受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予
になった保険料を後から納める（追納制度）ことができ
ます。
　保険料の納付期限から２年を経過すると時効により免
除申請ができないなど、要件を満たしていなければ将来、
障がい年金や遺族年金などを受給できなくなる場合があ
ります。
　未納期間がある方、失業などで保険料納付が困難な場
合は、高知西年金事務所または、役場年金担当にお問い
合わせください。
■お問い合わせ先
　高知西年金事務所

((

０88-875-1717
　町民課　　　　　　

((

２2-3117
　大正　町民生活課　

((

２7-0112
　十和　町民生活課　

((

２8-5112

お知らせ

常
光 

徹 

氏

川
島 

秀一 

氏
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Topics & Report

( 協 ) 高 幡 木 材 セ ン タ ー「 し ま
ん と 製 材 工 場 」落 成 記 念 式 典
高 品 質 材 の 安 定 ・ 大 量 供 給 が 可 能 に
　４月 27 日、東大奈路地区で協同組合高幡木材セン
ターが新たに整備した「しまんと製材工場」の竣工式・
落成記念式典が行われました。式典には、濱田知事を
はじめ林業・木材産業の事業関係者が多数出席し、新
工場の門出を祝いました。新工場は、木材市場を運営
する協同組合高幡木材センターが国、県、町の補助金
を受け、最新設備の導入等を積極的に行い、コンピュー
タ制御で原木加工を行うメイン製材棟の他、３棟を新
たに整備しました。今後は、従来の市場で取り扱って
いる建材に加え、大径材加工や需要が高まる中高層ビ
ルといった非住宅分野の建築に必要な JAS 製品の供給
にも対応する予定で、四万十川流域の豊富な森林資源
を最大限に活用する木材流通拠点として運営していき
ます。

　このたび、千葉県船橋市在住の津
つ の

野生
い く お

夫様から、１００万円のご寄附をいただき
ました。
　奨学金制度で有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

ご寄附を
いただきました

育 も ん ちゃ ん え ん ぴ つ 」を
寄 贈 し て い た だ き ま し た
町 内 全 て の 新 一 年 生 に

「筆 　4 月６日に「筆育もんちゃんの　ちゃんともてる　さ
んかくえんぴつ」の贈呈式が町民活動支援室で行われ
ました。 株式会社田邊建設取締役会長　田邊聖様と
四万十うなぎ株式会社代表取締役社長　大前達也様と
宗崎幸子様（代理出席　宗崎弘和様）から山脇教育長
に贈呈され、町内すべての小学校 1 年生に鉛筆を寄贈
してくださいました。また今年度は、小学校 2 年生にも
鉛筆が寄贈されました。この「筆育もんちゃんえんぴつ」
は、高知市の絵本の店コッコ・サンが考案したもので、
子どもが指をどこに置けばよいのかを意識しやすいように

「イラスト」がついています。
　寄贈していただいた鉛筆を使って、コッコ・サンによる

「えんぴつ持ち方教室」が順次開催され、子ども達は
可愛らしい魔法の呪文を唱えながら、鉛筆と指を合わせ
ていき楽しく正しい鉛筆の持ち方を学んでいました。

走
り
梅
雨

　

５
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
沖
縄

や
奄
美
地
方
が
梅
雨
入
り
す
る
と
、
本
州
の
南
岸
に
前
線
が
停

滞
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
る
で
梅
雨
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
ぐ

ず
つ
い
た
天
気
と
な
る
時
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
「
走
り
梅

雨
」
と
言
い
ま
す
。
走
り
梅
雨
の
「
走
り
」
は
「
先
駆
け
」
と

い
う
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
梅
雨
入
り
に
は
少
し
早
い
時
期
の

ぐ
ず
つ
い
た
天
気
の
時
に
、
走
り
梅
雨
と
い
う
言
葉
を
使
う
の

で
す
。
な
ん
と
も
季
節
感
の
あ
る
日
本
ら
し
い
繊
細
な
言
葉
で

す
よ
ね
。

　
反
対
に
、
梅
雨
明
け
し
た
後
に
、
雨
が
続
く
時
に
使
わ
れ
る

言
葉
は
「
帰
り
梅
雨
」、
梅
雨
明
け
間
際
の
激
し
い
雨
は
「
送

り
梅
雨
」
で
す
か
ら
、混
同
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。　
　

　
そ
し
て
、
走
り
梅
雨
の
後
に
は
、
晴
天
が
続
い
て
そ
の
後
に

本
格
的
な
梅
雨
に
な
り
ま
す
が
、
年
に
よ
っ
て
は
走
り
梅
雨
が

長
引
い
て
そ
の
ま
ま
梅
雨
入
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
、
俳
句
の
世
界
で
は
「
走
り
梅
雨
」
は
、
六
月
初
旬
を

表
わ
す
夏
の
季
語
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
梅
雨
が
始
ま
る
と

使
え
な
い
の
で
、
六
月
に
入
っ
て
か
ら
梅
雨
入
り
ま
で
の
、
と

て
も
短
い
期
間
だ
け
の
季
語
な
の
で
す
。

　
走
り
梅
雨　
百
合
は
蕾
み
を　
重
く
せ
り　
（
安
住 

敦
）
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（７）職員手当の状況

（８）特別職の報酬等の状況（令和3年4月1日現在）

区　　　分

特殊勤務
手　　当

時 間 外
勤務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給職員1人当たり平均支給年額

手当の種類(手当数)

手当の名称

0％

0円

区　　分 四万十町

期末手当
勤勉手当

退職手当

国

(2年度支給割合) 
　　　　　   　期末手当　      　勤勉手当
  6月期　  　1.3か月分　　　0.95か月分
12月期　　1.25か月分　　　0.95か月分
　 計　　　2.55か月分　　　  1.9か月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

(2年度支給割合) 
　　　　　   　期末手当　      　勤勉手当
  6月期　  　1.3か月分　　　0.95か月分
12月期　　1.25か月分　　　0.95か月分
　 計　　　2.55か月分　　　  1.9か月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

(支給率)    　   自己都合     　　　定年
勤続20年 19.6695か月分  24.586875か月分
勤続25年 28.0395か月分    33.27075か月分
勤続35年 39.7575か月分　　  47.709か月分
最高限度額　47.709か月分   　47.709か月分
その他の加算措置　なし
退職時特別昇給　なし

(支給率)    　   自己都合     　応募認定・定年
勤続20年 19.6695か月分  24.586875か月分
勤続25年 28.0395か月分    33.27075か月分
勤続35年 39.7575か月分　　  47.709か月分
最高限度額　47.709か月分   　47.709か月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(3~45%割増)
退職時特別昇給 なし

給　　料

報　　酬

期末手当

737,000円
631,000円
577,000円
310,000円
270,000円
250,000円

6月期　　　1.40か月分
12月期　　　1.50か月分
計　　　　2.90か月分
6月期　　　1.40か月分
12月期　　　1.50か月分
計　　　　2.90か月分

四万十町 国区　　分

扶養手当

住居手当

通勤手当

年間予算額

職員1人当たり予算年額

36,981千円

143千円

配偶者6,500円、～22歳の子10,000円、 
その他の扶養6,500円
16歳～22歳の子は1人5,000円加算

配偶者6,500円、～22歳の子10,000円、 
その他の扶養6,500円
16歳～22歳の子は1人5,000円加算

借家の場合、家賃16,000円を超える場合 家賃
に応じて28,000円を限度に支給

町     長
副  町  長
教  育  長
議     長
副  議  長
議     員
町     長
副  町  長
教  育  長
議     長
副  議  長
議     員

借家の場合、家賃16,000円を超える場合 
家賃に応じて28,000円を限度に支給

交通用具使用者は使用距離に応じて2,000～
31,600円を支給
四万十町に住所を有する職員のうち、自動車等の使
用距離が片道20キロメートルを超える職員は、20キ
ロメートルを超える1キロメートル(1キロメートル未満
切捨て)当たり200円を加算(上限5,000円)

交通用具使用者は使用距離に応じて 
2,000～31,600円を支給

交通機関等利用者は55,000円まで全額支給 交通機関等利用者は55,000円まで全額支給

片道2km未満の者は支給なし 片道2km未満の者は支給なし
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今
月
の

　

今
回
は
「
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ン
ビ
」
で
登

場
い
た
だ
い
た
阿
部
亜
梓
さ
ん
の
夫
君
、

阿
部
快
士
さ
ん
。
２
０
２
１
年
11
月
、
亜

梓
さ
ん
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
着
任
に
合

わ
せ
て
ご
夫
婦
で
四
万
十
町
に
移
住
。
快

士
さ
ん
は
お
勤
め
に
な
ら
れ
て
い
た
東
京

の
Ｉ
Ｔ
関
連
会
社
を
辞
め
て
…
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
休
職
し
て
…
と
い
う
こ
と

で
も
な
く
、
移
住
後
も
完
全
リ
モ
ー
ト
と

い
う
形
で
し
っ
か
り
会
社
の
仕
事
を
続
け

て
お
ら
れ
ま
す
。「
Ｉ
Ｔ
関
連
」
と
い
う
と
、

そ
れ
が
普
通
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
い
ま
す
。
快
士

さ
ん
の
会
社
で
も
、
移
住
で
の
完
全
リ
モ
ー

ト
は
快
士
さ
ん
が
初
め
て
な
の
だ
そ
う
で

す
。移
住
し
て
半
年
。快
士
さ
ん
ご
本
人
も
、

会
社
の
人
た
ち
も
、
ど
ち
ら
も
「
こ
れ
な
ら

い
け
る
！
」
と
い
う
手
応
え
な
の
だ
と
か
。

　
さ
て
、
快
士
さ
ん
も
、
亜
梓
さ
ん
と
同
じ

神
奈
川
県
の
生
ま
れ
。
快
士
さ
ん
は
、
小

学
校
低
学
年
の
頃
か
ら
お
父
様
と
一
緒
に

ジ
ョ
ギ
ン
グ
な
ど
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

と
い
う
の
も
、
お
父
様
は
今
も
、
ト
ラ
イ
ア

ス
ロ
ン
や
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
を
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
に
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
会
社
を
早
期

退
職
し
た
と
い
う
「
筋
金
入
り
」
！！
そ
ん

な
お
父
様
の
影
響
で
、
快
士
さ
ん
も
い
つ

の
間
に
か
「
箱
根
駅
伝
」
を
目
標
に
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
東
海
大
学
に
進
む
た

め
に
、
高
校
は
様
々
な
ス
ポ
ー
ツ
の
名
門
・

東
海
大
相
模
へ
。
し
か
し
、
陸
上
部
の
体
験

入
部
の
時
に
「
ち
ょ
っ
と
違
う
か
な
」
と
感

じ
て
、
陸
上
部
に
は
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

か
と
い
っ
て
走
る
こ
と
を
や
め
た
わ
け
で

は
な
く
、
自
分
な
り
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
ラ
イ

フ
を
送
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
大
学
を
卒
業
し
て
、
マ
ラ
ソ

ン
の
企
画
運
営
会
社
に
入
り
ま
し
た
。
な

か
な
か
の
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
だ
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
現
在
の
会
社
に
転
職
。
最
初
の

5
年
は
営
業
職
を
こ
な
し
、
そ
の
後
は
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
や
、
企
業
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
・
提
案

を
行
う
と
い
う
Ｉ
Ｔ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

務
も
担
当
し
て
い
ま
す
。

　

四
万
十
町
へ
の
移
住
を
決
め
た
き
っ
か

け
は
亜
梓
さ
ん
の
回
で
ご
紹
介
し
た
と
お

り
で
す
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
お
二
人

で
行
っ
た
旅
行
先
で
の
自
然
豊
か
な
環
境

体
験
も
「
き
っ
か
け
の
き
っ
か
け
」
に
な
っ

て
い
る
の
だ
と
か
。

　
今
、
お
二
人
で
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
「
ラ

ン
ニ
ン
グ
動
画
」は
、快
士
さ
ん
が「
ち
ょ
っ

と
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
た
走
り
も
し
て
み
よ

う
」
と
い
う
楽
し
さ
を
、
亜
梓
さ
ん
が
「
の

ん
び
り
で
も
い
い
ん
だ
よ
」
と
い
う
楽
し
さ

を
、
そ
ん
な
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
し
み
方

を
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
と
い
う
思
い
で
発

信
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
動
画
も
爽
や
か

な
ら
、
快
士
さ
ん
も
ま
た
爽
や
か
！
本
当

に
「
人
あ
た
り
が
良
い
」
と
い
う
の
は
こ
の

方
の
こ
と
だ
と
思
う
く
ら
い
。
い
つ
ま
で

も
話
し
て
い
た
い
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
気

持
ち
の
良
さ
。
大
学
時
代
は
ア
カ
ペ
ラ
サ
ー

ク
ル
で
歌
っ
て
い
た
と
い
う
経
歴
や
、
ご

本
人
が
歌
う
動
画
を
公
開
す
る
な
ど
、
や
っ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
ら
や
っ
て
み
る
と
い

う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
さ
が
、
快
士
さ
ん
の
キ
ラ

リ
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
お
話
を
し
て
み

る
と
「
人
を
清
々
し
く
し
て
く
れ
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
」
が
何
に
も
増
し
て
快
士
さ
ん

の
魅
力
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

　
ご
本
人
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
意
識
し
て
い

な
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
発
す
る
言

葉
の
チ
ョ
イ
ス
、
ト
ー
ン
な
ど
を
含
め
た
人

と
の
会
話
の
あ
り
方
、
内
容
、
品
、
距
離
感
、

表
情
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
キ
ラ
リ
の
快
士

さ
ん
で
す
。
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
！！

▲公開しているランニング動画のお二人。

人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
走
る
楽
し
さ
」
を
！

阿
あ べ

部  快
か い し

士 さん
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町のうごき 四万十川の
水質状況
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田
野
々
①

た

の

の

（4月30日） 人口 前月比 出生 死亡 転入 転出
男 7,619 ＋ 11 男 2 14 35 12
女 8,314 ー 11 女 0 19 27 19
計 15,933 0 計 2 33 62 31

世帯数 8,200 ＋ 20 （４月中の届出）

窪川地域 11,299人　大正地域 2,218人　十和地域 2,416人

適正値（mg/ｌ） 5月10日
リン酸 ≦  1.0 測定範囲以下
硝　酸 ≦  0.5 測定範囲以下

アンモニウム ≦  5.0 測定範囲以下
アニオン活性剤 ≦  1.0 測定範囲以下

化学的酸素要求量 ≦ 10.0 0.15
調査：大正（吾川）
資料：四万十高校自然環境部

野
々
は
、
古
く
上
山
郷
の
時
代
か
ら
の
「
首

都
」
で
あ
り
、
現
在
も
旧
大
正
町
の
中
心
で

あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
地
区
の
成
り
立
ち
か
ら
。

　
四
万
十
川
と
檮
原
川
の
合
流
地
点
。
地
形
的
に

水
に
困
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
太
古
の
昔
か
ら
人

が
住
ん
だ
。
そ
の
証
と
し
て
、
両
河
川
合
流
地
点

周
辺
で
は
、
縄
文
時
代
後
期
と
み
ら
れ
る
遺
跡
が
数

カ
所
確
認
さ
れ
て
い
る
。
各
々
が
接
近
し
て
い
る
こ

と
か
ら
考
え
る
と
「
集
落
の
始
ま
り
」
に
近
い
く
ら

い
の
規
模
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
地
理
学
的
な
別
の
視
点
で
見
て
み
る
の

も
面
白
い
。
田
野
々
は
盆
地
で
も
あ
る
。
古
今
東
西
、

周
囲
を
囲
う
山
々
に
守
ら
れ
た
盆
地
に
は
人
が
集
ま

り
街
が
で
き
る
。
平
城
京
し
か
り
、平
安
京
し
か
り
。

遠
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ケ
ス
タ
と
い
わ
れ
る
地
形
の
ロ

ン
ド
ン
や
パ
リ
が
そ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら

の
大
都
市
の
規
模
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
二
つ

の
河
川
が
合
流
し
水
が
豊
富
な
田
野
々
は
、
人
が

集
ま
り
や
す
い
「
首
都
地
形
」
だ
っ
た
と
も
言
え
そ

う
で
あ
る
。

　
首
都
を
田
野
々
と
す
る
上
山
郷
の
始
ま
り
は
定
か

で
は
な
い
。
縄
文
時
代
、い
や
、も
っ
と
昔
か
ら
、徐
々

に
人
が
増
え
て
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
「
上
山
」
と
い
う
名
が
文
献
に
登
場
す
る
の

は
戦
国
期
の
地
検
帳
が
最
初
で
あ
る
。

　
地
名
は
さ
て
お
き
、こ
の
地
が
中
世
以
降
の
「
街
」

を
形
成
し
て
い
く
過
程
を
考
え
る
上
で
、
避
け
て
通

れ
な
い
の
が
熊
野
神
社
の
成
り
立
ち
で
あ
る
。
熊
野

神
社
の
棟
札
に
記
載
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
資
料

に
よ
れ
ば
、
源
平
合
戦
で
平
氏
側
に
与
し
て
い
た
、

紀
州（
現
在
の
和
歌
山
県
）の
豪
族
、熊
野（
田
那
邉
）

別
当
旦
増
（
た
ん
ぞ
う
）
と
、
そ
の
息
子
・
永
旦
が
、

屋
島
の
戦
い
に
敗
れ
、
讃
岐
経
由
で
こ
の
地
に
や
っ

て
き
た
と
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
別
の
記
録
と
研

究
に
よ
る
と
、
旦
増
は
正
し
く
は
湛
増
と
い
い
、
熊

野
水
軍
を
率
い
る
傑
物
で
あ
り
、
そ
し
て
永
旦
と
い

う
息
子
は
系
図
に
は
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
平
氏

側
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
で
源
氏
側
に
つ
い
て
い
た

の
で
あ
っ
て
、
勝
者
側
で
あ
る
湛
増
が
こ
の
地
に
落

ち
の
び
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う

の
だ
。
た
だ
、
湛
増
は
義
経
と
通
じ
て
い
た
と
い
う

か
ら
、
そ
の
後
の
義
経
の
運
命
か
ら
考
え
る
に
、
頼

朝
か
ら
追
わ
れ
て
落
ち
の
び
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く

も
な
い
。
想
像
は
膨
ら
む
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ

か
っ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
現
在
の
熊
野
神
社
の
あ
り
よ
う
を
見
て

も
、
こ
れ
ほ
ど
の
神
社
を
建
立
で
き
る
力
を
持
っ
た

豪
族
が
こ
の
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
と
み
ら
れ
て
い
る
。
仮
に
、
有
力
な
在
地
豪
族
が

存
在
し
て
い
た
と
し
て
、
紀
州
・
熊
野
、
田
辺
と
の

人
の
行
き
来
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
田
那
邉
→
田
辺
姓
が
多
い
こ
と
も
そ
の
証
左

で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
田
野
々
に
は
「
田
野
々
三
城
」
と
い
わ

れ
る
山
城
が
あ
る
。
和
田
林
城
、
遅
越
城
、
上
山

城
（
土
居
林
城
と
も
田
野
々
城
と
も
い
わ
れ
る
）
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
山
城
は
戦
国
時
代
初
期
か
ら
中
期

の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
地
を
支
配
し

て
い
た
上
山
氏
が
戦
略
的
拠
点
と
し
て
い
た
と
さ
れ

る
。
メ
イ
ン
と
な
る
の
が
町
の
北
側
の
山
頂
に
あ
る

上
山
城
。
そ
し
て
、現
在
の
四
万
十
高
校
の
南
に
あ
っ

た
和
田
林
城
が
「
支
城
」。
さ
ら
に
、
檮
原
川
を
挟

ん
だ
吾
川
地
区
の
山
に
は
「
出
城
」
と
い
う
位
置
づ

け
の
遅
越
城
。
三
城
は
、
ち
ょ
う
ど
正
三
角
形
の
立

地
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
で
も
田
野
々
の
町
を
見
渡
す

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
盆
地
に
入
っ
て
く
る

敵
を
容
易
に
監
視
で
き
る
と
い
う
、絶
好
の
ポ
シ
シ
ョ

ン
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
城
跡
に
は
、

敵
の
侵
入
に
備
え
る
た
め
の
縦
堀
や
堀
切
な
ど
が
今

も
残
っ
て
お
り
、
戦
国
期
の
動
乱
が
、
こ
ん
な
山
間

の
辺
境
地
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

田

ここが山城跡だったとは思えない、今は長閑な
和田林城跡。

※
現
在
「
田
野
々
」
は
「
大
正
」
に
字
変
更

し
て
い
ま
す
が
、
便
宜
上
「
田
野
々
」
と

表
記
し
て
い
ま
す
。


